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毎
年
４
月
に
な
る
と
労
働
基
準
監
督
署
か
ら
労

働
保
険
料
の
申
告
用
紙
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
お

か
げ
で
４
月
、
５
月
は
申
告
書
と
に
ら
め
っ
こ
。

つ
い
に
は
両
肘
を
机
に
付
い
て
頭
を
抱
え
込
ん
で

し
ま
っ
た
、
な
ん
て
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
労
働
保
険
料
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
？
　
今
回
か
ら

は
労
働
保
険
料
に
つ
い
て
ご
説
明
し
て
い
く
こ
と

に
し
ま
す
。

　
労
働
保
険
料

●
労
働
保
険
と

　
労
働
保
険
料
の
種
類

　
労
働
保
険
と
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に

基
づ
く
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
雇
用

保
険
の
２
つ
の
保
険
を
い
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

２
つ
の
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

法
律
に
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る

法
律
―
略
し
て
徴
収
法
―
が
あ
り
ま
す
。
徴
収
法

で
は
、
労
働
保
険
料
を
次
の
５
種
類
と
し
て
い
ま

す
。

（
１
）
一
般
保
険
料

（
２
）
第
１
種
特
別
加
入
保
険
料

（
３
）
第
２
種
特
別
加
入
保
険
料

（
４
）
第
３
種
特
別
加
入
保
険
料

（
５
）
印
紙
保
険
料

　
一
般
の
会
社
で
、
労
働
保
険
料
額
は
、
（
１
）

の
一
般
保
険
料
に
よ
り
算
出
し
ま
す
。
（
２
）
〜

（
４
）
は
労
災
保
険
の
特
別
加
入
者
の
保
険
料
、

（
５
）
印
紙
保
険
料
は
日
雇
労
働
者
の
雇
用
保
険

料
で
す
。

●
労
働
保
険
料
の

　
算
定
期
間
と
負
担

　　
労
災
保
険
は
全
額
事
業
主
負
担
で
あ
り
、
雇
用

保
険
料
に
は
事
業
主
負
担
分
と
労
働
者
負
担
分
が

あ
り
ま
す
。
毎
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
３
１

日
ま
で
の
全
対
象
労
働
者
の
賃
金
を
算
定
基
礎
額

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
料
率
を
乗
じ
た
額
が

４
月
１
日
か
ら
５
月
２
０
日
の
期
間
に
徴
収
さ
れ

ま
す
。

●
算
定
基
礎
額
と
な
る
賃
金
と

　
賃
金
総
額

　
賃
金
と
は
、
賃
金
、
給
料
、
手
当
、
賞
与
そ
の

他
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、
労
働
の
対
償
と
し
て

事
業
主
が
労
働
者
に
支
払
う
も
の
（
通
貨
以
外
の

も
の
で
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
範
囲
外
の
も
の
を
除
く
）
を
い
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
通
勤
手
当
や
休
業
手
当
な
ど
の

手
当
も
賃
金
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
表
１
参

照
）
。

　
ま
た
、
賃
金
総
額
と
は
、
事
業
主
が
そ
の
事
業

に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
の

総
額
を
い
い
ま
す
。

●
労
働
保
険
の
保
険
料
率
と

　
そ
の
負
担
割
合

　
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
保
険
料
率
、
及
び
そ

の
負
担
割
合
を
表
に
す
る
と
下
の
よ
う
に
な
り
ま

す
（
表
２
参
照
）
。
賃
金
の
算
定
基
礎
額
に
下
の

率
を
乗
じ
た
額
が
労
働
保
険
料
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

※
現
在
、
労
災
保
険
料
率
に
係
る
事
業
の
種
類
は
、

51
種
類
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
農
林
水
産
業
等
の
う
ち
、
①
牛
馬
育
成
、
酪
農
、

養
鶏
又
は
養
豚
の
事
業
　
②
園
芸
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
　
③
内
水
面
養
殖

　
の
事
業
に
関
す
る
雇
用
保
険
料
率
は
、
一
般
の

事
業
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

※
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る

事
業
の
事
業
主
が
、
そ
の
事
業
に
保
険
年
度
の

初
日
（
４
月
１
日
）
に
お
い
て
満
64
歳
以
上
の

者
を
使
用
す
る
場
合
、
そ
の
者
が
任
意
加
入
に

よ
る
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
や
そ
の
他
の
例
外

に
当
て
は
ま
る
と
き
以
外
、
雇
用
保
険
の
保
険

料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

・休業手当

・労働保険料や社会保険料の被保険者負担分

の負担額

・住宅手当（原則）

・通勤手当（定期券で支給の場合を含む）

・臨時に支払われる賃金（賞与含む）

・単身赴任手当など

・休業補償（法定超過額を含む）

・財産形成貯蓄奨励金又は会社が負担する生

命保険の掛金

・実費相当額が労働者の賃金から徴収される

場合の食事の利益

・結婚祝金、災害見舞金、死亡弔慰金、退職

金、解雇予告手当、傷病手当金など

賃金総額に
算入されるものの例

表１

賃金総額に
算入されないものの例

表２

労
働
保
険
料	

保険料率 事業主負担 労働者負担

労
災

保
険
料

雇
用
保
険
料

事業の種類によって、
５／１０００～１２９／１０００
の範囲内で３１段階の率が設定

一般の事業

農林水産・
酒造の事業

建設の事業

全額 ０

１７．５／１０００

１９．５／１０００

２０．５／１０００

１０．５／１０００

１１．５／１０００

１２．５／１０００

７／１０００

８／１０００

８／１０００

トレーサビリティシステムを
　導入したい法人さんへ

農水省・支援事業のご紹介
 
　トレーサビリティシステムを構築すること

により、食品事故等の原因究明の対応が容易

になるとともに、消費者に対して食品の生産・

製造方法等の情報の積極的な提供が可能とな

ります。

　このため、農林水産省ではトレーサビリテ

ィシステムを導入しようとする生産者集団等

に対して、補助事業（トレーサビリティシス

テム導入促進事業）を行っています。

　具体的には、

①トレーサビリティに必要な食品の流通経

路情報の記録・保管、または、

②生産履歴情報の記録・保管、ホームペー

ジを使った情報開示を行おうとする場合

に必要となる、パソコンやサーバー、ラ

ベルプリンタ等の情報関連機器の整備費用、

データベースの作成やホームページの作

成費用が補助対象となります。

　農協や農事組合法人、任意の営農集団等が

事業を行うことができ、補助率は生産段階1/2、
流通・販売段階1/3です。
★詳細は、農林水産省ホームページ

（http://www.maff.go.jp/trace/top.htm）をご
覧下さい。

★お問い合わせ先

農林水産省消費・安全局消費・安全政策

課（03-3502-8503）、もしくは最寄りの
地方農政局消費生活課まで。

（平成１５年７月７日現在）


